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午前10時00分開会 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。 

 今年最後の定例会となりましたので、議員の皆様の慎重審査よろしくお願いいたします。 

 開会前に、広報特別委員会より会期中の議場内写真撮影の申出があっており、許可したいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 ただいまから、令和３年第４回須恵町議会定例会を開会します。 

 ここで、児玉求君より本定例会の会期中の会議及び各委員会等について欠席の届けがあってお

りますので、報告いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に議会運営委員会の経過報告を求めます。１３番、三上政義君。 

○議会運営委員長（三上 政義）  おはようございます。 

 令和３年第４回定例会議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。 

 １１月２９日午前１０時より議会運営委員会を開催し、第４回定例会の運営について協議いた

しました。 

 今回提出された議案は９件で、ほかに町長諸報告５件、閉会中の議会組合報告１件でございま

す。 

 委員会付託につきましては、総務建設産業委員会４件、文教厚生委員会４件、予算審査特別委

員会１件でございます。 

 会期は、本日１２月７日から１５日までの９日間で、８日午前１０時から予算審査特別委員会、

終了後、文教厚生委員会、１０日午前９時から中本会議及び一般質問、終了後、全員協議会、

１３日午前１０時から常任委員会、１５日午前１０時から最終本会議、終了後、広報特別委員会

を開催いたします。 

 なお、８日の文教厚生委員会は、議案第６８号の付託によるもので、取り急ぎの案件のため

１０日の中本会議で採決し、可決となれば町長からの追加議案の提出を受け、日程の追加を予定

しております。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  委員長、ちょっと訂正、あの町長の諸報告は４件でございます。よかった

ですか、４件で、町長諸報告４件になっています。ちょっと訂正してください。 

○議会運営委員長（三上 政義）  申し訳ございませんでした。先ほど、町長諸報告、私５件と申

しましたけども、４件でございますので、訂正のほどよろしくお願いいたします。 

 以上をもって、議会運営委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１．会期の決定について 
○議長（松山 力弥）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第４回定例会の会期を、本日から１２月１５日までの９日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、第４回定例会の会期を本日から１２月

１５日までの９日間と決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会議録署名議員の指名について 
○議長（松山 力弥）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、１０番議員、１１番議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．町長諸報告 
○議長（松山 力弥）  日程第３、町長の諸報告を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  皆さん、おはようございます。 

 本日は、１２月定例会を招集いたしましたところ１名の病欠の議員さんいらっしゃるというこ

とでございますけども、無事開催できること、この場を借りて御礼を申し上げます。 

 町長諸報告に入る前に、臨時議会の際に議長からも申されましたけども、須恵町のＪＬＰＧＡ

選手、三ヶ島かな選手が５０名癩癩２年間を通した長丁場の最終のトッププロ５０名の中で優勝

された。これは、今までの歴史の中で、最終戦で初優勝というのは６名しかいらっしゃらないと。

福岡県では初めての優勝者ということで、顕彰に値するということで縦断幕の用意をさせていた

だきましたし、できれば２月の広報で表紙を飾りたいなと思って、今、準備をしておりますので、

広く彼女の活躍をこれからも支えてまいりたいと思います。 

 それでは、町長諸報告のほうに入らさせていただきます。 

新型コロナウイルスワクチン接種事業の今後について   

 まず初めに、新型コロナウイルスワクチン接種事業の今後についてでございますけども、須恵

町は１回目、２回目の接種完了を１１月末として、集団及び個別接種を実施してまいりました。

その結果、１２歳以上の接種対象者の接種率は、１回目の接種率は約８３％、２回目の接種を終

えられた方は約８０％となり、希望する方への接種をおおむね完了とし、集団接種は１１月末を

もって一旦終了いたしました。 

 まだ、１回目、２回目の接種が完了していない方や、１２歳の誕生日を迎え新たに接種の対象

となった方に対しましては、継続して個別接種にて接種機会の提供をしてまいります。 

 さて、１２月から始まった追加接種、第３回接種につきましては、２回目の接種完了した全て



- 5 - 

の方を対象としております。１８歳以上の方に対する追加接種としてファイザー社ワクチンが薬

事承認されたことを踏まえ、まずは１８歳以上の方に対し接種を開始し、接種間隔は２回目接種

完了から原則８か月以上として、１回接種を行い、期間は令和４年９月３０日までとしておりま

す。 

 しかしながら、本日の新聞報道でもありましたように、政府の決定は流動的でございまして、

臨機応変に対応してまいりたいと考えております。 

 ワクチンの接種は、当面は薬事承認されておりますファイザー社ワクチンを使用いたしますけ

ども、国が示す須恵町へのワクチン納入予定では、ファイザー社及びモデルナ社が予定されてお

り、複数接種のワクチンを取り扱うことが想定されます。よって、接種会場では、ワクチンを混

同することがないよう工夫をする等十分注意し、間違い接種が起きないよう安全なワクチン接種

を進めてまいります。 

 本町の追加接種予定は、来年１月中旬頃から町内医療機関にて医療従事者の方に対して接種を

開始し、一般の方は、２回目接種完了が早い方で６月末ごろのため、来年３月上旬から集団接種

の再開を検討しております。個別接種においては、須恵町医師会と協議しながら開始時期を決め

てまいりたいと考えております。 

 接種券の発送は、２回目接種完了後８か月を迎える頃に、町から対象者の方に順次発送いたし

ます。 

 また、国が検討しております５歳以上１１歳以下の小児への接種対象拡大につきましては、

２回接種することを前提に実施体制及び接種実施医療機関等の確保が求められるため、接種可能

となった場合に対応していきたいと考えております。 

 追加接種及び小児に対する接種に関しましては、まだ未確定な部分もありますが、国の方針に

柔軟に対応しながら、町民の方が安全に接種できるよう接種体制の構築に努めてまいります。 

県道筑紫野・古賀線須恵中央交差点改良工事について   

 次に、県道筑紫野・古賀線改良事業について、御報告させていただきます。 

 県道筑紫野・古賀線の道路改良事業の現在の状況は、宇美町境の新原工業団地入口から須恵中

央交差点までの区間において、道路拡幅に必要な用地買収が着々と進められております。また、

須恵中央交差点から甲植木の平原交差点までの区間につきましては、道路詳細設計並びに用地測

量が令和４年度に完成する予定でございます。 

 そのような中で、県道拡幅に伴う須恵中央交差点につきましては、交差点改良工事に必要な用

地のうち主要な部分の用地が令和２年度に取得が完了したため、町としましては、須恵中央交差

点の改良工事を県の道路拡幅計画の順序を前倒しして喫緊に工事着手できないものかと、今年の

８月に県土整備部へ緊急整備要望を行っております。 
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 皆さんも御存じのとおり、須恵中央駅前は慢性的な交通渋滞によって、救急車等、緊急車両の

走行への支障や地域住民の生活環境の悪化、さらに利用者の円滑な交通の阻害など、利用者に対

し大変御不便をおかけしております。このような現状課題を県庁職員並びに吉松前県議会議長を

初め、自民党県議団の皆様に御理解をいただき、令和３年１１月から道路拡幅部分について工事

着手のためのボーリング調査を実施中であります。 

 なお、須恵中央交差点改良工事につきましては、令和４年１月に着手していただくことになり

ました。ボーリング調査後は、地盤改良工事、擁壁設置工事、そして舗装工事へと進み、信号機

や道路照明灯が新設置され、令和５年度癩癩令和６年の３月２５日のことですけども癩癩完了を

目指してお願いしております。 

 須恵中央交差点改良工事が完了しますと、筑紫野・古賀線には、右折レーン、直進レーン、左

折レーンの３車線が双方に、須恵中央駅から役場方面に向かっての県道志免・須恵線も右折レー

ン、直進レーン、左折レーンの３車線が整備されます。 

 町といたしましては、念願の慢性渋滞の緩和対策でございます。引き続き、県の円滑な事業促

進ができるよう全面的な協力体制を確立し、対処する所存でございます。 

 なお、引き続き、宇美町側からも必要な用地取得が完了次第、工事発注予定であります。 

 いよいよ本格的な拡幅工事が進んでまいりますので、町民皆様の御理解、御協力のほどよろし

くお願い申し上げます。 

自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進について   

 次に、自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進についてでございます。 

 今年の９月１日に国はデジタル庁を発足し、デジタル時代の官民のインフラを今後５年でつく

り上げることを目指しております。 

 政府において、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針が決定され、自治体においては自

らが行う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させる

とともに、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさ

らなる向上につなげていくことが求められております。 

 今後、自治体として須恵町として取り組まなければならない課題といたしましては、自治体の

情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続のオンライン化、Ａ

Ｉ・ＲＰＡの利用推進癩癩ＲＰＡとは人間がコンピューター上で行っている定型作業をロボット

で自動化することでございます。テレワークの推進、セキュリティー対策の徹底などがございま

す。 

 須恵町におきましては、まずは、情報収集や課題解決に向けた推進体制の構築を行い、このデ

ジタル化の波に乗り遅れることなく行政サービスの向上を図ってまいりたいと考えております。 
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職員の給与改定等に関する取扱いについて   

 最後に、職員の給与改定等に関する取扱いについてでございます。 

 政府は、一般職の国家公務員の給与について、令和３年８月１０日に期末手当の改定に関する

人事院勧告が行われ、人事院勧告どおりに期末手当の支給月数を引き下げることなどを内容とす

る公務員の給与改定方針を決定いたしました。 

 しかしながら、コロナ禍の異例の状況下での国政全般の観点、特に経済対策等、政府全体の取

組との関連を考慮し、令和３年度の引下げに相当する額については、令和４年６月の期末手当か

ら減額することで調整を行うものとされ、地方公務員の令和３年度の期末手当の引下げに相当す

る額の調整時期については、地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応す

るよう要請されております。通常であれば、令和３年１２月の期末手当から引き下げるというこ

とになるわけでございますけども、須恵町におきましても国からの要請に従い、令和４年６月の

期末手当からの減額することで調整を行う方針でございます。 

 国からの通知時期が未定ではありますが、関連の条例改正につきましては、今のところ令和

４年３月議会に上程させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、４件でございます。 

○議長（松山 力弥）  これより町長の諸報告に対する質疑に入りますが、議案に関係ある事項に

つきましては、提案のときに併せて質疑をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議会報告 
○議長（松山 力弥）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 閉会中に糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告を

求めます。６番、川口満浩君。 

○議員（６番 川口 満浩）  おはようございます。 

 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を行います。 

 令和３年１１月２６日、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、第１回臨時会が開催され

ました。 

 議事日程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 日程第２、選挙案第１号、議長の選挙については、指名推選により、宇美町の白水英至氏が当

選しました。 

 日程第６、選挙案第２号、副議長の選挙については、福岡市の森壮太郎氏が当選しました。 

 日程第８、議案第５号、監査委員の選任については、私、須恵町の川口が全員賛成で選任され
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ました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので、御参照いただきますように

お願いします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  そのほか閉会中の活動につきましては、事前に資料を配付しておりますの

で報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なし

と認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第６５号 
○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第６５号押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  おはようございます。 

 それでは、議案第６５号押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでご

ざいます。 

 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、別紙のとおり提出するもの

でございます。 

 提案理由として、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和３年

５月１９日に公布され、令和３年９月１日から施行されたことに伴い当該条例を制定する必要が

生じたので提案するものでございます。 

 ２ページをお願いします。 

 内容につきましては、６本の条例につきまして、押印をするよう定めている文言を削るもので

す。その他字句の改正でございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和４年４月１日から施行することとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６５号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６５号を総務建設産業委員会に付

託します。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第６６号 
○議長（松山 力弥）  日程第６、議案第６６号須恵町消防団条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案第６６号須恵町消防団条例の一部を改正する条例についてでござ

います。 

 須恵町消防団条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由といたしまして、消防団員の報酬等の基準の策定等についてに基づき、非常勤消防団

員の報酬等の基準が定められたことに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案す

るものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 内容につきましては、報酬を年額報酬と出動報酬の２種類とし、年額報酬額は団員については

年額３万６,５００円を標準とし、団員より上位階級については、標準額と均衡の取れた額とな

るよう定めるものです。出動報酬額は、災害に関する出動については一日当たり８,０００円と

し、災害以外については標準額と均衡の取れた額となるよう定めるものです。 

 附則といたしまして、この条例は、令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６６号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６６号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第６７号 
○議長（松山 力弥）  日程第７、議案第６７号財産の無償譲渡及び貸付けについてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。吉本子ども教育課長。 

○子ども教育課長（吉本 孝治）  おはようございます。 

 議案第６７号財産の無償譲渡及び貸付けについてでございます。 

 財産を無償譲渡し貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により本
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議会の議決を求めるものです。 

 無償譲渡する財産、アザレア幼児園並びにれいんぼー保育園及びれいんぼー幼稚園の備品一式。 

 無償譲渡する日、令和４年４月１日。 

 貸付けする財産、アザレア幼児園は、土地が福岡県糟屋郡須恵町大字旅石７２番地５２１、地

目、雑種地、面積、４,７９２平方メートル。 

 建物の所在は、土地と同様です。 

 構造、鉄筋コンクリート造２階建て。面積、２,９８９.８１平方メートル。 

 れいんぼー保育園及びれいんぼー幼稚園は、土地が、福岡県糟屋郡須恵町大字旅石５２３番地、

地目、学校用地、面積、６,６０２平方メートル。 

 建物の所在は、土地と同様です。 

 構造、木造平屋建ての園舎及び木造２階建て倉庫。面積、２,１００.９９平方メートル。 

 貸付けの期間、令和４年４月１日から令和３４年３月３１日までの３０年間です。 

 貸付けの価格、アザレア幼児園は、土地無償、建物が月額５０万円。れいんぼー保育園及びれ

いんぼー幼稚園は、土地無償、建物が月額３０万円。 

 無償譲渡及び貸付けの相手方は、アザレア幼児園が、社会福祉法人未来福祉会、所在地が福岡

県古賀市花見南２丁目１３番１３号、代表者は、理事長、薄秀治。 

 れいんぼー保育園及びれいんぼー幼稚園は、社会福祉法人豊和福祉会、所在地が福岡県福岡市

東区下原２丁目２２番３号、代表者は、理事長、薄和哉。 

 提案理由として、アザレア幼児園並びにれいんぼー保育園及びれいんぼー幼稚園を令和４年度

から民営化することに伴い、運営法人が安定的な保育事業の提供ができるように備品一式を無償

譲渡し、土地及び建物を貸し付けるため提案するものでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６７号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６７号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第６８号 
○議長（松山 力弥）  日程第８、議案第６８号財産の取得についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉本子ども教育課長。 
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○子ども教育課長（吉本 孝治）  議案第６８号財産の取得についてでございます。 

 財産を取得することについて、須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例第２条の規定に

より、本議会の議決を求めるものです。 

 取得する財産、イオンクラスター、除菌脱臭装置４６台。 

 取得の方法、指名競争入札。 

 取得価格、９３２万８,０００円。 

 契約の相手方、福岡県飯塚市川津６９３番地４７、株式会社直方建材、代表取締役、杷野秀治。 

 提案理由として、新型コロナウイルス感染防止対策として、イオンクラスターを小中学校及び

幼稚園等に設置することで、感染拡大のリスクを低減し、継続した保育、教育活動を実施するた

めに提案するものでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６８号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６８号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第６９号 
○議長（松山 力弥）  日程第９、議案第６９号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第７号）を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  それでは、議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６９号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第７号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求め

るものでございます。 

 内容につきましては、令和３年度歳入歳出補正予算書で説明をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の一般会計補正予算（第７号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億３,１７８万５,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１４億４,４３０万５,０００円とするものです。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第
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１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条で債務負担行為の追加は、第２表財務負担行為補正によるとしております。 

 補正予算書の２ページをお願いします。 

 まず、歳入からです。主なものを申し上げます。 

 １４款１項国庫負担金は、障害者自立支援給付費国庫負担金や障害児入所給付費国庫負担金な

どで４,８４７万２,０００円の増額補正。２項国庫補助金は、個人番号カード交付事務費国庫補

助金や児童手当制度改正実施円滑化事業費国庫補助金で３７７万９,０００円の増額補正。 

 １５款１項県負担金は、障害者自立支援給付費県負担金や障害児入所給付費県負担金などで

２,３３２万５,０００円。２項県補助金は、子ども医療費県補助金や重度障害者医療費県補助金

などで９１９万３,０００円の増額補正。 

 １６款２項財産売払収入は、不動産売払い収入で３,８３４万円の増額補正。 

 １７款１項寄附金は、篤志寄附金で１２０万７,０００円の増額補正。 

 １９款１項繰越金は、前年度繰越金で１億６２９万７,０００円を増額補正。 

 ２０款３項雑入は、全国自治協会建物災害共済金１１７万２,０００円を増額補正しています。 

 続いて３ページ、歳出です。 

 今回の補正は、まず各費目全体といたしまして、人事異動に伴う職員人件費の増減額補正を行

っております。 

 主な補正といたしまして、２款１項総務管理費は、庁舎補修工事請負費や契約管理システム、

競争参加申請受付システム共同利用負担金などで３,４４９万１,０００円の増額補正。 

 ３款１項社会福祉費は、国民健康保険給与費等繰出金などの減額がございますが、国民健康保

険その他繰出金や重度障害者医療費、後期高齢者医療療養給付費負担金、障害者支援費自立支援

給付費の増加により１億４,２３９万円の増額補正です。 

 ３款２項児童福祉費は、保育所等運営費国庫負担金償還金や子ども医療費、子ども発達相談事

業等により４,９０５万５,０００円の増額補正。 

 ４款１項保健衛生費は、住民検診事業など１,２１６万５,０００円の増額補正。 

 １０款２項小学校費は、小学校施設設備維持管理事業などで３０５万２,０００円の増額補正。

３項中学校費は、中学校施設設備維持管理事業で３７８万２,０００円の増額補正です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １０款５項社会教育費は、文化財保護事業などで３４１万３,０００円の増額補正。 

 １１款１項農林水産施設災害復旧費は、時間外手当３５０万円を増額補正しています。 

 続いて、５ページをお願いします。 

 第２表債務負担行為補正、１、追加で６件ございます。表の２行目、改正個人情報保護対応支
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援業務委託は、令和３年度から令和４年度まで、その他５件は、４月の当初からの契約となり

３月までに入札等、契約の相手方を決定する必要があるため、今回追加するものです。期間、限

度額は記載のとおりでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６９号を、議長を除く１３人で構成する

予算審査特別委員会を設置し、付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます、よって、議案第６９号を予算審査特別委員会に付

託します。 

 なお、正副委員長については、調整ができておりますので御報告します。 

 委員長に今村桂子君、副委員長に田ノ上真君であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第７０号 
○議長（松山 力弥）  日程第１０、議案第７０号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  おはようございます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第７０号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてでございま

す。 

 地方自治法の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。 

 内容につきましては、別冊の令和３年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に、それぞれ２,５６１万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を３０億４,９３２万１,０００円とするものです。 

 第２項で、款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 次の２ページをお願いいたします。歳入です。 

 ４款１項県補助金６００万円の増額補正は、歳出の保険給付費の増額に伴う普通交付金の増額

によるものです。 

 ５款１項他会計繰入金１,９６１万３,０００円の増額補正は、給与費等繰入金の減額と普通交
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付金の超過交付返還によるその他一般会計繰入金の増額によるものです。 

 続いて３ページ。歳出でございます。 

 １款１項総務管理費１,０７２万３,０００円の減額補正は、職員の人事異動に伴う人件費の減

額です。 

 ２款保険給付費１項療養諸費６００万円の増額補正は、療養費の決算見込みによるものです。 

 ３款１項医療給付費分１１万４,０００円の減額補正は、福岡県からの確定通知によるもので

す。２項後期高齢者支援金分５万円の増額補正は、同じく県からの確定通知によるものです。

４項過年度納付金分３５万６,０００円の増額補正は、実績による精算でございます。 

 ８款１項償還金及び還付加算金３,００４万４,０００円の増額補正は、令和２年度普通交付金

超過分返還によるものです。 

 以上です。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第７０号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第７０号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第７１号 
○議長（松山 力弥）  日程第１１、議案第７１号令和３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第７１号令和３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてでござい

ます。 

 地方自治法の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。 

 内容につきましては、別冊の令和３年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ２９万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を３億８,３２９万５,０００円とするものです。第２項で、款項の区分及び金

額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 
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 次の２ページをお願いいたします。 

 ３款１項他会計繰入金は、一般会計から人件費分の事務費繰入金２９万５,０００円の増額補

正を行っています。 

 次に３ページの歳出でございます。 

 １款１項総務管理費２９万５,０００円の増額補正は、職員の課内異動に伴う人件費の増額を

しております。 

 以上でございます。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第７１号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第７１号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第７２号 
○議長（松山 力弥）  日程第１２、議案第７２号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  おはようございます。 

 それでは、議案第７２号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

てでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 令和３年度須恵町の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額から、それぞれ７万４,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を、それぞれ１１億５,９９３万７,０００円とするものです。 

 第２項で款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表歳入歳出予算の補正、歳入です。 

 ５款１項他会計繰入金、補正額７万４,０００円の減額補正は、一般会計繰入金の収支調整に

よる減額です。 
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 ３ページをお願いします。歳出です。 

 １款１項総務管理費、補正額４０万５,０００円の減額補正は、人事異動に伴う職員人件費の

減額です。 

 ２款１項下水道事業費、補正額３３万１,０００円の増額補正は、人事異動に伴う職員人件費

の増額です。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第７２号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第７２号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第７３号 
○議長（松山 力弥）  日程第１３、議案第７３号令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  議案第７３号令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号）

についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 第１条、令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算、第３条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正するものです。 

 支出、第１款第１項営業費用、補正額３３８万２,０００円の増額補正です。これは、人事異

動に伴う職員人件費の増額です。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第７３号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第７３号を総務建設産業委員会に付
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託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松山 力弥）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 本会議終了後、１１時より議会運営委員会所管事務調査を開催しますので、第１委員会室に御

集合願います。 

 次の本会議は、１２月１０日午前９時から行います。 

 本日は、これにて散会します。 

午前10時49分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


